R6.8

	指定介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム新川ヴィーラ東館・新館ユニット
（介護予防）短期入所生活介護施設重要事項説明書



１. 事業者の概要
（１）法人名　　　　　社会福祉法人新川老人福祉会

（２）法人の所在地　　富山県魚津市大光寺450番地

（３）代表者氏名　　　理事長　保里　真理子
（４）電話番号　　　　0765－24－8822
　　　　ＦＡＸ　　　　0765－24－6127

（５）法人許可年月日　昭和50年9月20日

２. ご利用施設

　（１）施設の名称　　　指定介護老人福祉施設　

特別養護老人ホーム新川ヴィーラ東館・新館ユニット
　（２）施設の所在地　　富山県魚津市大光寺450番地

　（３）開設年月日　　　平成22年9月1日

　（４）県知事指定番号　富山県（1670400660号）
　（５）施設長の氏名　　赤間　努
　（６）電話番号　　　　0765－24－6126
　（７）ＦＡＸ番号　　　0765－24－6107
　　※　当施設は、指定介護老人福祉施設新川ヴィーラ東館・新館ユニットの空床分を利用いたします。
３. 事業の目的と運営の方針

（１）目　的

この施設は、社会福祉法人新川老人福祉会 指定介護老人福祉施設新川ヴィーラ東館・新館ユニット（以下「事業所」という）が行う、短期入所生活介護事業（以下「事業」という）の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が要介護状態または要支援状態にある利用者（以下「利用者」という）に対し、適正な短期入所生活介護を提供することを目的とします。

（２）運営の方針

　① 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。

　　② 事業所の職員は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
４. 通常の事業実施地域

　　魚津市内及び近郊市町村といたします。

５. 施設の概要

　　当施設では以下の居室、設備があります。
「ユニット型施設」新館

	居室、設備の種類
	室　　数
	備　　　　　考

	個　　室
	20室
	10個室が小規模生活単位（ユニット）を構成

	共同生活室兼
機能訓練室
	2室
（2ユニット）
	1回1室、2階1室
各々10個室が近接しています

	浴　　室
	2室
	1、2階各1室（1回:座位式機械浴槽1槽、2階:臥床式特殊浴槽1槽）

	家族宿泊用和室
	1室
	2階に設置


「ユニット型施設」東館
	居室、設備の種類
	室　　数
	備　　　　　考

	個　　室
	36室
	9個室が小規模生活単位（ユニット）を構成

	共同生活兼機能訓練室
	4室
（4ユニット）
	1階2室、2階2室
各々9個室が近接しています

	浴　　室
	2室
	1、2階各1室［1階:一般浴槽（座位式機械浴槽を兼ねる）1槽、臥床式特殊浴槽1槽、2階:一般浴槽（座位式機械浴槽を兼ねる）1槽、個人浴槽2槽］

	多目的ルーム
	1室
	3階にあります


上記は、厚生労働省が定める基準に遵守しています。
· トイレは、新館では各ユニットに居室専用トイレ3室と共用トイレ3室が、東館では各ユニットに共用トイレ3室が設置されています。

６. 職員の配置状況（介護老人福祉施設を含む）
	職　　　　　種
	員　　数
	内常勤
	兼務・非常勤

	管理者（施設長）
	1名
	
	1名（兼務）

	医　　　師
	2名
	
	2名（非常勤）

	生活相談員
	2名
	2名
	

	計画担当介護支援専門員
	2名
	1名
	1名（兼務）、1名（非常勤）

	機能訓練指導員
	1名
	1名
	

	看 護 職 員
	5名
	5名
	

	介 護 職 員
	37名
	30名
	7名（非常勤）

	管理栄養士
	2名
	2名
	

	事　務　員
	2名
	1名
	1名（非常勤）


· 職員の配置については、いずれも国の基準を遵守しています。
７. 提供するサービス概要と利用料（法定代理受領を前提としています）
（１）介護保険給付によるサービス
	種　　類
	内　　　　　　　　容
	自己負担

	居　　室　　　　　　　　　　
	ユニット型個室を、空床時点で利用することができます。
	所得段階により補足給付の割合も異なります。
（明細別表参照）

	食　　事
	＊食事時間：朝食7:30～、昼食12:00～、夕食18:00　～

＊食事場所：原則、食堂にて食事をとっていただきます。本人の身体状況や、その他の理由により食堂に来られない場合はお部屋にお持ちすることも可能です。
＊食後、利用者の状態に合わせた方法で口腔ケアを実施します。
	食費として一日あたり1,700円（朝食490円、昼食620円、夕食590円）を食べられた分だけ請求致します。ただし、所得段階により補足給付の割合が異なります。（明細別表参照）

	排せつ
	自立排せつ、時間排せつ、おむつ使用について利用者の状況に合わせ適切な援助を行います。
	サービス費の1割又は2割（3割）をお支払いただきます。

（明細別表参照）

	入浴・清拭
	入浴は一般浴、特殊浴を利用し週に2回行います。また、その時の身体状況に応じ、入浴が出来ない場合は清拭となる場合があります。
	

	機能訓練
	利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施いたします。
	

	健康管理
	利用者の健康の状況に注意し、緊急等必要な場合には、嘱託医師や主治医あるいは協力医療機関等の指示により、適切な措置をとります。
	

	生活相談
	利用者とその家族からのご相談について、誠意を持って応じ、可能な限りの援助を行います。
	

	入所及び退所
	利用開始日の入所時刻及び利用終了日の退所時刻は、午前9時から午後6時の間となっております。
	

	送　　迎
	利用者の心身の状態、家族等の事情から必要な場合は、ご自宅との送迎を行います。ご希望の場合は予約が必要になります。送迎時間は原則午前9時30分から17時30分の間です。
	送迎利用の場合、基準の1,840円の1割又は2割（3割）負担（片道）


· サービス提供の記録等については、サービスの実施状況に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保管し、ご契約者の求めに応じて閲覧に供し、またはその写しを交付いたします。

（２）ご利用料金
利用料は別表に記載のとおりです。短期入所生活介護サービス利用終了時にご利用期間分の合計金額をお支払下さい。
ただし、ご契約者が要介護認定を受けておられない場合及び居宅サービス計画がされていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。（要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が、介護保険から払い戻されます）

（３）介護保険給付外サービス
	種　　類
	内　　　　　　　　容
	自己負担

	レクリエーション行事
	施設において、季節の行事、日々のレクリエーション等の行事を行っています。
	実費がかかる場合は、事前に連絡し承諾を得ます。

	日常生活品の購入代行
	衣服、スリッパ、歯ブラシ等の日用品等の購入の代行を行っています。
	


· その他、日常生活に必要な物品（ただし、おむつを除きます。）につきましては、ご利用者の方の全額負担となっております。
８. 利用の中止、変更、追加

（１）利用予定期間の前に、ご契約者の都合により短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、サービスの実施日前日までに事業者に申し出てください。
（２）利用予定日の前日までに申出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として次のとおりキャンセル料を頂く場合がございます。ただし、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合には、この限りではありません。

	時　　　　期
	キャンセル料

	サービス利用日の前々日まで
	無　　料

	サービス利用日の前日まで
	利用者負担金の50％

	サービス利用日の当日
	利用者負担金の100％


（３）サービス利用の変更･追加の申出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する機関にサービスの提供が出来ない場合などは、他の利用可能日時を契約者に提示して協議いたします。
（４）ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いただきます。
９．苦情対応体制
（１）苦情の受付
　　　　苦情の受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付ける。苦情の内容等を書面に記録しその内容について苦情申出人に確認します。
（２）苦情受付の報告・確認
　　　　受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告します。（ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思を表示した場合を除きます）
投書などの匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行います。
（３）苦情解決に向けた話し合い
　　　　苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いを行う（必要に応じて第三者委員が立ち会うなどします）

（４）苦情解決結果の記録、報告
　　　　サービスの質を高め、事業の運営の適正化を図るために、苦情の解決の結果や改善事項につき、記録を残し第三者委員に報告します。
（５）解決結果の公表
　　　　サービスの質や信頼性の向上を図り、利用者によるサービスの選択に資するため、個人情報に関するものを除き「事業報告書」等に掲載し公表します。

（６） 苦情対応の窓口

　利用者等からの苦情及びご相談は以下の常設窓口（連絡先）で受け付けいたします。
　　○受付窓口　　　　　苦情受付担当　　　　生活相談員　中川麻由美、大石綾華
介護支援専門員　山崎なぎさ、和田英美
　　　　　　　　　　　　　解決責任者　　　　　　施設長　赤間　努
（電話連絡）　0765－24－6126
（ＦＡＸ受付）0765－24－6107

　　○第三者委員　（氏名及び連絡先）

　　　　　北条　秀樹　　℡　0765-24-6611

　　　　　山西　弘　　　℡　0765-24-5411

　　　　　入井　孝博　　℡　0765-31-7228

　　　　　林　　清唯　　℡　0765-32-8403
　　○行政機関及びその他苦情受付機関
	魚津市役所　民生部社会福祉課

介護保険係
	所在地　　魚津市釈迦堂一丁目10番1号

電話番号　0765－23－1148

	富山県国民健康保険団体

連合会
	所在地　　富山市下野字豆田995番地3

電話番号　076－431-9833

	富山県福祉サービス運営

適正化委員会
	所在地　　富山市安住町5番21号
電話番号　076－432-3280


１０. 緊急時等の対応について
　　○協力医療機関

	医療機関名
	所　在　地
	電　話　番　号

	魚津病院
	魚津市友道789番地
	0765－24－7671


利用者に体調不調、急変等の緊急事態が生じた場合は、直ちにご家族、担当の介護支援専門員、協力医療機関、主治医等に連絡し、迅速かつ適切な措置を講じます。
１１. 事故発生時の対応

　　サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市、関係医療機関等への連絡を行うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行います。
１２. 守秘義務に関する対策

　　事業者及び職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。また、退職後においてもこれらの秘密を保守すべき旨を、職員との雇用契約の内容としています。
１３. 利用者の尊厳

　　利用者の人権･プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、職員教育を行います。
１４．サービス提供における事業者の義務
（１）災害時の介護サービスの継続
　　　非常災害に関する具体的計画（BCP）を策定し備えるとともに、ご契約者に対して、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行います。感染症や災害が発生した場合であっても、ご利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供されるように業務継続計画を予め策定し、必要な研修や訓練を地域住民と連携し定期的に実施します。感染症や災害発生時には、計画に従って速やかに必要な措置を講じます。
（２）科学的介護の取り組みを推進し、提供するサービスの質の向上に努めます。
（３）認知症についての理解を深め、ご利用者本人を主体とした介護を行うことで、その方の尊厳を守ります。認知症介護基礎研修等を受講させるための必要な措置を講じます。
（４）身体拘束の取り組み
　　　ご契約者及び他のご利用者等の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他ご契約者の行動制限する行為は行いません。やむを得ず行う場合は、ご契約者及びご家族へ説明し、その同意を得たうえで、必要最小限の範囲で行うように努めるとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録します。
（５）高齢者虐待防止の取り組み
　　　虐待防止のための指針を整備し、虐待防止のための対策を定期的に検討していきます。また担当者を置き、研修等を通じて職員に周知徹底を図ることで、ご利用者の権限を擁護します。
１５．サービスの第三者評価の実施状況について

	実施の有無
	　有　・　無

	実施した直近の年月日
	　令和　　年　　月　　日

	第三者評価機関名
	　　　－

	評価結果の開示状況
	　　　－


１６. サービス利用に当たっての留意事項

	利用期間中の中止
	以下の事由に該当する場合、利用期間中でもサービスを中止し、退所していただく場合があります。

・利用者が中途退所を希望した場合。

・利用中に体調が悪くなった場合。

・他の利用者の生命又は健康に重大な影響を与える行為があった場合。

　上記の場合は、ご家族又は緊急連絡先に速やかに連絡をいたします。料金は退所日までの日数を計算いたします。

	来訪･面会
	面会時間　　原則8:00～19:00
来訪者は時間外に来訪する場合は、必ず職員に連絡してください。

	外出
	外出の際は、必ず行き先と帰着時間を職員に申し出てください。

	居室･設備･器具
の利用
	施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただくことがあります。

	喫煙・飲酒
	喫煙は原則禁止されています。飲酒は特に規制は設けていませんが、医師等の指示に従っていただきます。

	迷惑行為等
	騒音や他の入所者の居室等に立ち入るなど、他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。

	所持品の管理
	原則、利用者本人に管理していただきます。

	宗教、政治活動
	施設内での宗教活動及び政治活動は禁止いたします。

	動物飼育
	施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りいたします。


指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム新川ヴィーラ東館・新館ユニット短期入所生活介護施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　特別養護老人ホーム　新川ヴィーラ東館・新館ユニット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明者　　　　　　　　　　　　　印
私は、契約書及び本重要事項説明書により、事業者からサービスの提供について説明を受けました。
令和　　　年　　　月　　　日

利　用　者　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（利用者代理人）　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
（ユニット型個室一日当り利用者負担金）

＜所得段階1＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単価：円

	区

　　　分
	基　　本

サービス
	食事代
	滞在費
	夜勤職員配置加算
	看護体制加算
	サービス  提供加算
	一日当り合　計

	要支援1
	529
	300
	880
	―
	－
	6
	1,649

	要支援2
	656
	300
	880
	―
	－
	6
	1,775

	要介護1
	704
	300
	880
	18
	4
	6
	1,844

	要介護2
	772
	300
	880
	18
	4
	6
	1,912

	要介護3
	847
	300
	880
	18
	4
	6
	1,986

	要介護4
	918
	300
	880
	18
	4
	6
	2,056

	要介護5
	987
	300
	880
	18
	4
	6
	2,124


＜所得段階2＞

	区

　　　分
	基　　本

サービス
	食事代
	滞在費
	夜勤職員配置加算
	看護体制加算
	サービス   提供加算
	一日当り合　計

	要支援1
	529
	390
	880
	―
	－
	6
	1,739

	要支援2
	656
	390
	880
	―
	－
	6
	1,865

	要介護1
	704
	390
	880
	18
	4
	6
	1,934

	要介護2
	772
	390
	880
	18
	4
	6
	2,002

	要介護3
	847
	390
	880
	18
	4
	6
	2,076

	要介護4
	918
	390
	880
	18
	4
	6
	2,146

	要介護5
	987
	390
	880
	18
	4
	6
	2,214


＜所得段階3＞

	区

　　　分
	基　　本

サービス
	食事代
	滞在費
	夜勤職員配置加算
	看護体制加算
	サービス   提供加算
	一日当り合　計

	要支援1
	529
	650
	1,370
	　―
	－
	6
	2,489

	要支援2
	656
	650
	1,370
	―
	－
	6
	2,615

	要介護1
	704
	650
	1,370
	18
	4
	6
	2,684

	要介護2
	772
	650
	1,370
	18
	4　
	6
	2,752

	要介護3
	847
	650
	1,370
	18
	4
	6
	2,826

	要介護4
	918
	650
	1,370
	18
	4
	6
	2,896

	要介護5
	987
	650
	1,370
	18
	4
	6
	2,964


＜所得段階4＞

	
	基　　本

サービス
	食事代
	滞在費
	夜勤職員配置加算
	看護体制加算
	サービス   提供加算
	一日当り合　計

	要支援1
	529
	1,490
	2,066
	―
	－
	6
	4,025

	要支援2
	656
	1,490
	2,066
	―
	－
	6
	4,151

	要介護1
	704
	1,490
	2,066
	18
	4
	6
	4,220

	要介護2
	772
	1,490
	2,066
	18
	4
	6
	4,288

	要介護3
	847
	1,490
	2,066
	18
	4
	6
	4,362

	要介護4
	918
	1,490
	2,066
	18
	4
	6
	4,432

	要介護5
	987
	1,490
	2,066
	18
	4
	6
	4,500


※所得段階4の方で、介護保険の負担割合が2割の方は、基本サービス費と加算料金が2倍額、3割の方は3倍額となります。
※上記の食事代は、一日3食で1,700円の金額です。

食費の内訳は、朝食490円、昼食620円、夕食590円となり、食べられた分だけを請求致します。食費により補足給付金が変わってきます。

※若年性認知症利用者受入の場合は、一日につき120単位が加算されます。

※居宅サービス計画以外に緊急に受け入れた場合（起算日から7日を限度）や、家族の疾病等やむを得ない事情がある場合（14日限度）には、緊急短期入所受入加算として1日につき90円を徴収致します。
※介護処遇改善加算Ⅱとして、各介護度の金額と各種加算金額にサービス別加算率（13.6%）を乗じた金額が加算されます。
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